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• 障害者支援施設、共同生活援助（以下「施設等」といいます）は、障害のある方が生活する場所です。

• 生活のプライバシーを守る必要がある一方で、事業運営が外部に見えづらいという課題があります。

障害者支援施設・共同生活援助とは

障害者支援施設 共同生活援助
（グループホーム）

日
中

建物内で日中の活動

夜
間 入浴・排泄・食事の介助など

生活介護、自立訓練、就労訓練など
日
中

主に住居外で利用者それぞれの活動

夜
間 入浴・排泄・食事の介助など

仕事、他の障害福祉サービス事業所の利用などサ
ー
ビ
ス
内
容

施
設
規
模

大規模（原則定員30人以上） 小規模（原則定員10人以下）

生活にサポートが必要な
障害の程度が軽い方～重い方常時介護を要する障害の程度が比較的重い方

対
象
者

※住居内で日中の支援を行うGHもあります

課
題 外部の目が入りづらく、事業運営が外部に見えづらい
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内容

• 施設等と地域が連携することによって、以下の目的を達成するために、施設が、利用者、利用者ご家族、地

域の関係者などで構成した会議を開催したり、会議の構成員が施設等に訪問したりします。

地域連携推進会議とは

目的

地域の人への
施設等や利用
者に関する理
解の促進

 施設による会議の開催
• 構成員との情報共有・意見交換

 構成員による施設訪問
• 職員や利用者との関係づくり
• 事業所の環境や事業運営の確認

サービスの
透明性・質
の確保

利用者の
権利擁護

地域連携推進会議

利用者と地
域との関係
づくり

事業所と地域との連携により…

※会議・施設訪問は、それぞれおおむね1
年に1回以上開催します。
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• 会議にご出席いただき、施設と情報共有や意見交換を行い、施設のことを知っていただくとともに、施設と地

域とのつながりづくりをお願いします。

• 施設等に訪問していただき、施設見学や利用者・職員とのコミュニケーションを通じて、施設等の環境、利用

者・職員の様子などをご確認いただき、利用者や職員とのつながりづくりをお願いします。

構成員の役割

会議 施設訪問

施設と情報共有・意見交換 施設等の環境、利用者・職員の様子を確認

施設等のことを知る・施設等と地域をつなげる 利用者・職員とつながる

利用者家族

福祉に知見のある人

経営に知見のある人

市町村担当者等

地域の関係者

利用者

構成員として選定必須

構成員として選定任意


	【手引き_資料編】#21_地域連携推進会議の手引き（別冊）資料編【確定】2.pdf
	【手引き_資料編】#21_地域連携推進会議の手引き（別冊）資料編【確定】.pdf
	表紙.pdf
	資料1��（事業所向け）地域連携推進会議の概要　
	資料2��会議進行例
	資料3��（構成員向け）地域連携推進会議の概要　
	資料4��地域連携推進員の手引き
	資料5��地域連携推進会議 参加依頼文（フォーマット）

	資料１（事業者向け）「地域連携推進会」の概要_v.01.pdf
	地域連携推進会議の目的・内容・効果
	会議の構成員
	会議の開催
	施設訪問の実施

	資料２ 会議進行例.pdf
	スライド番号 1

	資料３（構成員向け） 「地域連携推進会議」の概要_v.01.pdf
	障害者支援施設・共同生活援助とは
	地域連携推進会議とは
	構成員の役割
	施設訪問時に確認するポイント

	資料４　地域連携推進員の手引き.pdf
	地域連携推進員の手引き
	訪問の意義
	訪問して理解を深めていただきたいこと
	訪問の際の視点
	地域連携推進員としての心がけ



	資料５（会議構成員向け）地域連携推進会議 参加依頼文(フォーマット)

	資料５（会議構成員向け）地域連携推進会議 参加依頼文(フォーマット).pdf

